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はじめに 
 

 

「鉄軌道及び索道輸送の安全に関わる情報」（以下「安全情報」という。）は、平成

１８年１０月１日に施行された「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を

改正する法律」（平成１８年法律第１９号）により新たに加えられた鉄道事業法第１

９条の３（軌道法第２６条及び鉄道事業法第３８条において準用する場合を含む。）

の規定に基づき、国土交通本省が毎年度整理して公表しています。 

このたび、令和元年度の関東運輸局管内における鉄軌道及び索道輸送の安全情報が

とりまとまりましたので、公表します。 

 

この安全情報の公表により、鉄軌道及び索道事業者の安全の確保に対する意識が高

まるとともに、鉄軌道及び索道の利用者や沿線住民等の安全利用等に関する理解が促

進されることを期待しています。 

 

なお、「鉄軌道及び索道輸送の安全に関わる国の取組み」及び全国の「運転事故の

発生状況」等に関しましては、国土交通省のホームページ*1に掲載されていますので、

併せてご覧ください。 

 

また、後述の「Ⅰ 関東運輸局管内における鉄・軌道及び索道の運転事故等の発生

状況」は、鉄道事故等報告規則及び軌道事故等報告規則（以下「規則」という。）に

基づき、関東運輸局管内１都７県*2の鉄軌道事業者及び索道事業者から報告のあった

運転事故等の統計です。 

 

 

  

                                                                              
*1 「鉄軌道及び索道輸送の安全に関わる国の取組み」及び「全国版の事故等の統計」等については、国土交通

省の鉄道（鉄道の安全対策_安全情報等）<https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk8_000003.html>をご覧く

ださい。 

*2 「１都７県」とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、山梨県、群馬県、栃木県、茨城県をいいます。 
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用語の説明 
この情報において 使用する用語の意味は、 次のとおりです。 

 

【鉄軌道編】 

運 転 事 故  列車事故、踏切障害事故、道路障害事故、人身障害事故及び物損事故 

 

列 車 事 故  列車衝突事故、列車脱線事故及び列車火災事故 

 

踏 切 事 故  踏切障害に伴う列車事故及び踏切障害事故 

 

列車衝突事故  列車が他の列車又は車両と衝突し、又は接触した事故（軌道事業においては、

本線路を運転する車両が他の車両と衝突し、又は接触した事故） 

鉄道事故等報告規則第３条第１項第１号に規定する「列車衝突事故」及

び軌道事故等報告規則第 １条第１項第１号に規定する「車両衝突事故」 

 

列車脱線事故    列車（軌道事業においては、本線路を運転する車両）が脱線した事故 

鉄道事故等報告規則第３条第１項第２号に規定する「列車脱線事故」及び

軌道事故等報告規則第 １条第１項第２号に規定する「車両脱線事故」 

 

列車火災事故    列車（軌道事業においては、本線路を運転する車両）に火災が生じた事故 

鉄道事故等報告規則第３条第１項第３号に規定する「列車火災事故」及び

軌道事故等報告規則第１条第１項第３号に規定する「車両火災事故」 

 

踏切障害事故  踏切道において、列車又は車両が道路を通行する人又は車両等と衝突し、又

は接触した事故 

鉄道事故等報告規則第３条第１項第４号に規定する「踏切障害事故」及び

軌道事故等報告規則第１条第１項第４号に規定する「踏切障害事故」 

 

道路障害事故  踏切道以外の道路において、列車又は車両が道路を通行する人又は車両等と

衝突し、又は接触した事故 

鉄道事故等報告規則第３条第１項第５号に規定する「道路障害事故」及び 

軌道事故等報告規則第１条第１項第５号に規定する「道路障害事故」 
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人身障害事故   列車又は車両の運転により人の死傷を生じた事故（列車事故、踏切障害事故

及び道路障害事故に伴うものを除く。） 

鉄道事故等報告規則第３条第１項第６号に規定する「鉄道人身障害事故」

及び軌道事故等報告 規則第１条第１項第６号に規定する「人身障害事故」 

 

物 損 事 故    列車又は車両の運転により５百万円以上の物損を生じた事故（列車事故、踏

切障害事故、道路障害事故及び人身障害事故に伴うものを除く。） 

鉄道事故等報告規則第３条第１項第７号に規定する「鉄道物損事故」及び

軌道事故等報告規則第 １条第１項第７号に規定する「物損事故」 

 

輸 送 障 害    輸送に障害を生じた事態であって、運転事故以外のもの 

ただし、列車（軌道事業においては、本線路を運転する車両）の運転を休止

したもの（工事、保守等により計画的に運休する場合であって、事前に利用

者に周知されたものなどを除く。）又は 旅客列車（軌道事業においては、

旅客車両にあっては３０分以上、旅客列車（旅客車両）以外の列車（軌道事

業においては、本線路を運転する車両）にあっては１時間以上の遅延を生じ

たものに限る。 

鉄道事故等報告規則第３条第３項に規定する「輸送障害」及び軌道事故等 

報告規則第１条第２項に規定する「輸送障害」 

 

インシデント  閉そくの取扱いを完了しないうちに、当該閉そく区間を運転する目的で列車

が走行した事態など、運転事故が発生するおそれがあると認められる事態 

鉄道事故等報告規則第４条第１項及び軌道事故等報告規則第２条に規定す

る事態 

 

電 気 事 故  感電死傷事故、電気火災事故、感電外死傷事故及び供給支障事故 

 

感電死傷事故  感電により人の死傷を生じた事故 

鉄道事故等報告規則第３条第４項第１号に規定する「感電死傷事故」及び

軌道事故等報告規則第１条第３項第１号に規定する「感電死傷事故」 

 

電気火災事故  漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作

物、山林等に火災が生じた事故 

鉄道事故等報告規則第３条第４項第２号に規定する「電気火災事故」及び

軌道事故等報告規則第１条第３項第２号に規定する「電気火災事故」 
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感電外死傷事故  電気施設の欠陥、損傷、破壊等又は電気施設を操作することにより人の死傷

を生じた事故（感電死傷事故を除く。） 

鉄道事故等報告規則第３条第４項第３号に規定する「感電外死傷事故」及

び軌道事故等報告規則第１条第３項第３号に規定する「感電外死傷事故」 

 

供給支障事故  受電電圧３千ボルト以上の電気施設の故障、損傷、破壊等により電気事業者

に供給支障を生じさせた事故 

鉄道事故等報告規則第３条第４項第４号に規定する「供給支障事故」及び

軌道事故等報告規則第１条第３項第４号に規定する「供給支障事故」 

 

災 害  暴風、豪雨、 豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は

大規模な火事若しくは爆発その他大規模な事故により鉄道施設又は車両に生

じた被害 

鉄道事故等報告規則第３条第５項に規定する「災害」及び軌道事故等報告

規則第１条第４項に規定する「災害」 

 

保 安 監 査  輸送の安全を確保するための取組、施設及び車両の管理及び保守並びに運転

取扱いの状況について行う監査 

鉄道事業等監査規則第４条に規定する事項について行う監査 
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【索道編】 

索 道  架空した索条に搬器を吊るして旅客又は旅客及び貨物を運送する施設の総体 

 

普 通 索 道  扉を有する閉鎖式の搬器を使用して旅客又は旅客及び貨物を運送する索道 

 

特 殊 索 道  外部に開放された座席で構成されるいす式の搬器を使用して旅客を運送する

索道 

 

交 走 式  索条に懸垂された搬器が往復するもの 

 

循 環 式  索条に懸垂された搬器が循環するもの 

 

滑 走 式  旅客のスキー等の滑走具を雪面上又は地表面上に滑走させて旅客を運送する

もの 

 

索 条  麻・鋼を芯とし、針金を縒り合わせたもの数本をまきつけた鋼 

 

搬 器  旅客又は旅客及び貨物を運送するための客車又はいすとその懸垂部等の総称

（複線にあっては、走行部を含む。） 

 

運 転 事 故  索条切断事故、搬器落下事故、搬器衝突事故、搬器火災事故及び索道人身障

害事故 

 

索条切断事故  索条が切れた事故 

〔鉄道事故等報告規則第３条第２項第１号に規定する事故〕 

 

搬器落下事故  搬器が落下した事故 

〔鉄道事故等報告規則第３条第２項第２号に規定する事故〕 

 

搬器衝突事故  搬器が他の搬器又は工作物と衝突し、又は接触した事故 

〔鉄道事故等報告規則第３条第２項第３号に規定する事故〕 

 

搬器火災事故  搬器に火災が生じた事故 

〔鉄道事故等報告規則第３条第２項第４号に規定する事故〕 
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索道人身障害事故 搬器の運転により人の死傷を生じた事故（前号各号の事故に伴うものを除

く。） 

〔鉄道事故等報告規則第３条第２項第５号に規定する事故〕 

 

インシデント  索条に重大な損傷が生じた事態など、運転事故が発生するおそれがあると認

められる事態 

〔鉄道事故等報告規則第４条第２項に規定する事態〕 
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Ⅰ 関東運輸局管内における鉄・軌道及び索道の運転事故

等の発生状況 
 

【鉄軌道編】 

１ 運転事故の発生状況 

（１）運転事故の種類別発生状況 

関東運輸局管内における運転事故は、表１のとおり、２２３件であり、対前

年度２７件の減でした。 

運転事故件数の内訳として、人身障害事故が最も多く全体の６７.７％を占

めており、次いで踏切障害事故が２８．７％となっています。 

 

参考：全国 

○件  数 ：２２３件 対前年度：－２７件（１０.８％減）   ６１４件 

○死傷者数 ：２９２人 対前年度：＋６７人（２９.８％増）   ６１１人 

○うち死亡者数：６６人 対前年度：－１３人（１６.５％減）   ２５４人 

 

 

表１ 運転事故の種類別発生状況（令和元年度） 

 

(上段：件／下段：比率)

列車脱線 列車衝突 列車火災 踏切障害 道路障害 人身障害 物損 合計
0 0 0 12 2 80 0 94

0.0% 0.0% 0.0% 12.8% 2.1% 85.1% 0.0% 100.0%
3 0 0 10 2 36 0 51

5.9% 0.0% 0.0% 19.6% 3.9% 70.6% 0.0% 100.0%

0 0 0 14 0 21 0 35

0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 60.0% 0.0% 100.0%

0 0 0 16 0 10 0 26
0.0% 0.0% 0.0% 61.5% 0.0% 38.5% 0.0% 100.0%
0 0 0 6 0 1 0 7

0.0% 0.0% 0.0% 85.7% 0.0% 14.3% 0.0% 100.0%
0 0 0 1 0 1 0 2

0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 100.0%

1 0 0 5 0 1 0 7

14.3% 0.0% 0.0% 71.4% 0.0% 14.3% 0.0% 100.0%

0 0 0 0 0 1 0 1

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

4 0 0 64 4 151 0 223

1.8% 0.0% 0.0% 28.7% 1.8% 67.7% 0.0% 100.0%

栃木県

茨城県

関東運輸局管内
合計

東京都

神奈川県

千葉県

埼玉県

山梨県

群馬県



- 8 - 

（２）運転事故の件数及び死傷者数の推移 

運転事故件数は、表２のとおり、平成１５年度までは減少傾向にあり、それ

以降は増加傾向にありましたが、近年は再び減少傾向に転じております。 

 

表２ 関東運輸局管内における運転事故の件数及び死傷者数の推移 

 

 

 

各都県における運転事故の件数及び死傷者数の推移は、表３のとおりです。 

  



- 9 - 

表３ 各都県における運転事故の件数及び死傷者数の推移 

 

東京都 茨城県

神奈川県 栃木県

千葉県 群馬県

埼玉県 山梨県

7

1
4 3 3

1
3

1
4 3

12

4
6 7 6

1
2

1 3
1

1

2
2

0 3

6 1 0 1

1

9

4

7 7
6

5 5 5
6

11
13

11

8 8
7

2

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

負傷者(人)

死亡者(人)

件数(件)

5
2

4
0

6 7
5 4 5 4 5 4 3 3 3

5
7 4

3

5

4

4

1 4
6

3
5

3 5 6
4

16 16

11

6

12

7

17

8

12
11

7

13
11

9

11

7

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

負傷者(人)

死亡者(人)

件数(件)

22 26 25 14 13
28 32 29 20 26 27 27 24 26 24 27

44
54

103

67
89

79
98 95 114 100 100 99

88 85
69 62

67
85

95
85

109114
131133

143148
132130

120116
99 94

0

20

40

60

80

100

120

140

160

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

負傷者(人)

死亡者(人)

件数(件)

年度

4 15 13 9 12 21 16 18 15
32

16 18 21 23 23 1310
11 22 25 17

19 22 20

88

99

34 23 27 25 26

129

16

36 39 41
33

45 44 44
56 63 53 47 51 50 53 51

0

20

40

60

80

100

120

140

160

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

負傷者(人)

死亡者(人)

件数(件)

年度

9 6 3
11

6
2

7 8 7 8 10 10 7
13 12 8

11
11 15

17

15
13

13 14
23

26 23 20 24 12
24

20

26 27
24

32

24
27

23
26

38 39

33 32

38

28

44

35

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

負傷者(人)

死亡者(人)

件数(件)

年度

10 8 7 7
15 11 9

14 17
5

22 24 20
14

7 11

6
16 16 14

12
15 16

30
16

18

33

13
10

10
18 6

23
29 27

22

30 32
35

48

31 29

58

43

31 30 28 26

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

負傷者(人)

死亡者(人)

件数(件)

年度
1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1

3
1

1 2
1

2

0
1 0 0 3 2

0
0

3 3 3

6

2
3 3

2 2
4 4

3 3 3
5

1

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

負傷者(人)

死亡者(人)

件数(件)

年度

6
2 2 3

5
2

4 4
2 3 4

2
4 3

1 2

0

2
4 1

0
0 6

1

3

0
2

4

10 10
12

8
9

2

6 6 6

11

7

3

8

5
3

7

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

負傷者(人)

死亡者(人)

件数(件)

年度

年度

年度
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（３）令和元年度における主な事故の発生状況 

令和元年度における主な事故（５人以上の死傷者又は乗客、乗務員に死亡者

が発生した事故）は、次のとおりです。 

 

年月日 事業者 場  所 
事故 

種類 

死 

亡 

負 

傷 

脱線 

両数 
概  要 

R1.6.1 横 浜

シ ー サ

イ ド ラ

イン 

金沢シーサイ

ドライン 

新杉田駅構内 

人身 

障害 

0 17 0 始発駅である新杉田駅にお

いて、自動運転列車が本来進

むべき方向とは逆の方向に走

行して、車止めに衝突した。 

これにより、列車乗客 17 名

が負傷した。 

R1.9.5 京浜急 

行電鉄 

本線 

神奈川新町駅

構内 

列車 

脱線 

1 77 3 神奈川新町第一踏切  道 

で、列車がトラックと衝突

し、列車が脱線した。 

これにより、トラックの運

転手 1 名が死亡、列車乗客 75 

名、係員 2名が負傷した。 
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２ 踏切事故の発生状況 

（１）踏切事故の発生状況 

関東運輸局管内における踏切事故は、表４のとおり、６６件であり、対前年

度１０件の減でした。 

参考：全国 

○件 数 ： ６６件 対前年度：－１０件（ １３.２％減）     ２１１件 

○死傷者数 ：１２２人 対前年度：＋６７人（１２１.８％増）    ２１６人 

○うち死亡者数：２３人 対前年度：－１２人（ ３４.３％減）     ８４人

  

表４ 関東運輸局管内における踏切事故の件数及び死傷者数の推移 

 

 

各都県における踏切事故の件数及び死傷者数の推移は、表５のとおりです。 
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表５ 各都県における踏切事故の件数及び死傷者数の推移 

 

東京都 茨城県

神奈川県 栃木県

千葉県 群馬県

埼玉県 山梨県

3 3

0 1
3

0

3 2 2
0

3

4
6 3

2

3

1

3

0

3

4 2 2 1
3

3

13 14

9

5
5

1

12

5
7

5
6

8 8

4

6 6

0

5

10

15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

負傷者(人)

死亡者(人)

件数(件)

0 1
3

1 2 2

5 5

2 2
0

3

2 1 2

0

1 1

1 0 0

0 1

1

7

3
3

3

5
4

2
3

4

8

6 6 6

3

1 1

0

5

10

15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

負傷者(人)

死亡者(人)

件数(件)

10 10 8
5 3 4

9 7 7
10

4 6 6
9 9

5

5
9

16

11

4

3

3 7 8

8

3
4 2

2
6

3

16

22

15
20

12 14 15

22 22
24

9
12

16 15
12 12

0

10

20

30

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

負傷者(人)

死亡者(人)

件数(件)

年度

4 8 4 3 5 4 6 7 6 9 8 8 12 12 54 2 9
1 0 2 5 2 1 1 3 3 1 1

84

7
13

18
8 5

12 11 14 11
17

9 12 13 14 12 12

0

20

40

60

80

100

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

負傷者(人)

死亡者(人)

件数(件)

年度

8

1 1 3 3 1
4 3 3 2 4

1 1
5 6 4

3

3 4
4 6

1
1

0
4 2

2 2

4 4
3

17
13

9
12 12 13

8 7

15

9 8 8
10

12
14 14

0

10

20

30

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

負傷者(人)

死亡者(人)

件数(件)

年度

6 4 2
5 7

3 2
5 7 7

10
6 6 5 5 5

2 4
5

4 1

2 5

9 4
1

0

1 1 3 3 2

15
14

9 10 11 11

17 18

9 9
11

16

8

14
16 16

0

10

20

30

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

負傷者(人)

死亡者(人)

件数(件)

年度
0 0 0 0 0 0 1 0

2 1
0

0
0

0
0

0

3

0

3
2

0
1

2
1

2 2

0
1

0 0 0
0

5

10

15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

負傷者(人)

死亡者(人)

件数(件)

年度

4
1 1 0 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0 1

0

2 4 1 0 0 2 1 1
0

2
3

8
9

8

5 5

2

4

2

5

9

4

1

3

1

5 5

0

5

10

15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

負傷者(人)

死亡者(人)

件数(件)

年度

年度

年度



- 13 - 

（２）踏切事故の原因別発生状況 

踏切事故の原因については、表６のとおり、落輪・停滞等によるものが最も

多く全体の約３９％を占めており、次いで直前横断によるものが約３５％と

なっています。 

 

表６ 踏切事故の原因別発生状況（令和元年度） 

 

表７ 関東運輸局管内における踏切事故の原因別推移 

 

(上段：件／下段：比率)

原因 直前横断 側面衝撃等 落輪・停滞等 その他 合計

東京都 3 3 6 0 12
25.0% 25.0% 50.0% 0.0% 100.0%

神奈川県 5 2 5 0 12
41.7% 16.7% 41.7% 0.0% 100.0%

千葉県 2 3 8 1 14

14.3% 21.4% 57.1% 7.1% 100.0%
埼玉県 5 5 5 1 16

31.3% 31.3% 31.3% 6.3% 100.0%
茨城県 5 0 1 0 6

83.3% 0.0% 16.7% 0.0% 100.0%
栃木県 0 1 0 0 1

0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

群馬県 3 1 1 0 5

60.0% 20.0% 20.0% 0.0% 100.0%

山梨県 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

23 15 26 2 66

34.8% 22.7% 39.4% 3.0% 100.0%

関東運輸局管内

合計



- 14 - 

※用語の説明 

 

 

（３）踏切事故の踏切種別別発生状況 

関東運輸局管内においては、第１種踏切道での事故が踏切事故の約８９％を

占めています。踏切種別の内訳は、第１種踏切道５９件、第３種踏切道０件、

第４種踏切道７件となっています。 

 

表８ 踏切事故の踏切種別別発生状況（令和元年度） 

 
※用語の説明 

 

直前横断

側面衝撃等

側面衝撃

限界支障

落輪・停滞等
落輪、停滞、エンスト（歩行者及び自転車等の場合、転倒等）により、踏
切道から進退できずに列車等と衝突したもの

自動車等が踏切道の手前や先で停止した位置が不適切であったために、列
車等と接触したもの

側面衝撃及び限界支障を指す

列車等の通過中に自動車等が進入し列車等の側面に衝突したもの

列車等が接近しているにもかかわらず、自動車等が無理に又は不注意に踏
切道内に進入したために、列車等と衝突したもの

(上段：件／下段：比率)

踏切種別 第1種踏切道 第3種踏切道 第4種踏切道 合計

12 0 0 12
100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

12 0 0 12
100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

13 0 1 14

92.9% 0.0% 7.1% 100.0%
15 0 1 16

93.8% 0.0% 6.3% 100.0%
4 0 2 6

66.7% 0.0% 33.3% 100.0%
1 0 0 1

100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

2 0 3 5

40.0% 0.0% 60.0% 100.0%

0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

59 0 7 66

89.4% 0.0% 10.6% 100.0%

東京都

神奈川県

千葉県

埼玉県

茨城県

栃木県

群馬県

山梨県

関東運輸局管内
合計

第1種踏切道

第2種踏切道

第3種踏切道

第4種踏切道 遮断機も警報機も設置されていない踏切道

自動踏切遮断機を設置するか又は踏切保安係を配置して、踏切道を通過す
るすべての列車又は車両に対し、遮断機を閉じ道路を遮断するもの（終発
の列車から始発の列車までの時間内に踏切道を通過する車両に対し、遮断
しない場合があるものを含む。）

踏切保安係を配置して、踏切道を通過する一定時間内における列車又は車
両に対し、遮断機を閉じ道路を遮断するもの（現在設置されているものは
ない。）

警報機が設置されているが、遮断機が設置されていない踏切道



- 15 - 

３ 人身障害事故の発生状況 

（１）人身障害事故の発生状況 

関東運輸局管内における人身障害事故は、表９のとおり、１５１件であり、

平成２６年度までは増加傾向にありましたが、近年は減少傾向となっている

ものの、依然運転事故に占める割合が高くなっています。 

 

参考：全国 

○件 数 ：１５１件 対前年度：－１６件（９.６％減）     ３５０件 

○死傷者数 ：１６７人 対前年度： －２人（１.２％減）     ３６８人 

○うち死亡者数：４３人 対前年度：  ０人（増減なし）      １６９人 

 

表９ 関東運輸局管内における人身障害事故の件数及び死傷者数の推移 

 

 

各都県における人身障害事故の件数及び死傷者数の推移は、表１０のとおり

です。 
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表１０ 各都県における人身障害事故の件数及び死傷者数の推移 

 

東京都 茨城県

神奈川県 栃木県

千葉県 群馬県

埼玉県 山梨県

2
1 1

0

5
4

2
4

5

1

4
2

1
3

0

1
1

2
3

1

1

1

1

0

1

1
4

3

1

3
2 2

1

7
6

5

3

5
6

1

5

3

5
6

1

0

2

4

6

8

10

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

負傷者(人)

死亡者(人)

件数(件)

1 1
3 3

0
1 1

2 2

7

2
1

5
4

1

2
1

3
4

1 1

3
2

2

3

7

5

2

5
4

1

0

2

4

6

8

10

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

負傷者(人)

死亡者(人)

件数(件)

12 16 17 9 10
24 23 22 13 16 23 21 18 17 14 22

38 41
57

56

82
75 88 86 104 95

98 93
86 83

63 58
50 56

71
63

92
99

110107
117111

121
114

103100

77 80

0

20

40

60

80

100

120

140

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

負傷者(人)
死亡者(人)

件数(件)

年度

0
8 4

9
16 12 12 8

23

10 9 13 11 11 86

9 13
23 17

17
18 15

28

18
32

22
24 24 25

44

6

17 17

27 25
32 30

27

37
40 41

31

37 35 36 36

0

10

20

30

40

50

60

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

負傷者(人)

死亡者(人)

件数(件)

年度

1
5 2

8
3 1 3 5 4 6 8 6 6 8 6 4

8

8
11

13

9 12
12

14 19
22 17 18

22

8

20
179

13 13

20

12 13 14

19
23

28
25 24

28

16

26

21

0

10

20

30

40

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

負傷者(人)

死亡者(人)

件数(件)

年度

4 4 4 2
8 8 7 9 10

4

15 14 14
9

2 6
4

12 11
10

11 13 11

21
12

16

32

13 9

7
15 4

8
15 15

12

19 21
18

30

22 20

47

27
23

16 15
10

0

10

20

30

40

50

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

負傷者(人)

死亡者(人)

件数(件)

年度

2
0

2
0

1
2

1 1 1
2

1
1

1

0

1

0
0

0
3

1
2 0

0

2

0

3 3

0

3
2

0
1

2 2
3

2
3

2
1

0

2

4

6

8

10

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

負傷者(人)

死亡者(人)

件数(件)

年度

1 1

3
4

0
2

0
1

3

1

3 3

1 1

0

1 1

2

0

0 0

2
1

3 3
4

0

2

4

0

2
3

2

5

3

1 1

0

2

4

6

8

10

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

負傷者(人)

死亡者(人)

件数(件)

年度

年度

年度
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（２）人身障害事故の原因別発生状況 

人身障害事故の原因別発生状況は、表１１のとおり、約７４％が「ホームか

ら転落」及び「ホーム上で接触」により発生したものであり、また、人身障

害事故全体のうち、約４４％（６６件）は酔客に関係するものでした。 

 

表１１ 人身障害事故の原因別発生状況（令和元年度） 

 

表１２ 人身障害事故の原因別発生状況の推移 

 

(上段：件／下段：比率)

種別 線路内立入り ホームから転落 ホーム上で接触 その他 合計

16 16 48 0 80

20.0% 20.0% 60.0% 0.0% 100.0%
8 4 21 3 36

22.2% 11.1% 58.3% 8.3% 100.0%
6 2 13 0 21

28.6% 9.5% 61.9% 0.0% 100.0%

2 5 2 1 10

20.0% 50.0% 20.0% 10.0% 100.0%

1 0 0 0 1
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

1 0 0 0 1

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

1 0 0 0 1

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
0 1 0 0 1

0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

35 28 84 4 151

23.2% 18.5% 55.6% 2.6% 100.0%

山梨県

神奈川県

千葉県

埼玉県

関東運輸局管内

合計

群馬県

栃木県

茨城県

東京都
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４ 輸送障害の発生状況 
（１）輸送障害の原因別発生状況 

関東運輸局管内における輸送障害の発生件数は、表１３のとおり、１,１６

９件で対前年度１５件（１.３％）の減少となりました。 

また、輸送障害のうち自殺によるものは３２２件で対前年度３９件（１０.

８％）の減少となりました。 

なお、令和元年度において、自殺による輸送障害は輸送障害全体の約３割を

占めています。 

参考：全国 

○件 数：１，１６９件 対前年度：－１５件（ １.３％減）５,６６５件 

○部 内 原 因：  ２５５件 対前年度：－３７件（１２.７％減）１,４３４件 

○鉄道外原因：  ６７３件 対前年度：－３４件（ ４.８％減）２,６８６件 

うち自殺：  ３２２件 対前年度：－３９件（１０.８％減）  ５７６件 

○自 然 災 害:   ２４１件 対前年度：＋５６件（３０.３％増）１,５４５件 

 

表１３ 輸送障害の原因別発生状況（令和元年度） 

 

 

 

 

(上段：件／下段：比率)

鉄道係員 車両 土木・電気 自殺 自殺以外

11 21 35 110 68 31 276
4.0% 7.6% 12.7% 39.9% 24.6% 11.2% 100.0%
11 17 14 70 55 30 197

5.6% 8.6% 7.1% 35.5% 27.9% 15.2% 100.0%
5 19 20 45 45 71 205

2.4% 9.3% 9.8% 22.0% 22.0% 34.6% 100.0%
8 14 12 62 62 18 176

4.5% 8.0% 6.8% 35.2% 35.2% 10.2% 100.0%
5 15 6 8 26 26 86

5.8% 17.4% 7.0% 9.3% 30.2% 30.2% 100.0%

2 3 5 14 20 24 68

2.9% 4.4% 7.4% 20.6% 29.4% 35.3% 100.0%

6 15 5 11 22 25 84

7.1% 17.9% 6.0% 13.1% 26.2% 29.8% 100.0%

0 4 2 2 53 16 77

0.0% 5.2% 2.6% 2.6% 68.8% 20.8% 100.0%

48 108 99 322 351 241 1169

4.1% 9.2% 8.5% 27.5% 30.0% 20.6% 100.0%

東京都

神奈川県

関東運輸局管内
合計

千葉県

埼玉県

山梨県

群馬県

栃木県

茨城県

自然災害 合計
部内原因 鉄道外原因



- 19 - 

表１４ 輸送障害の原因別発生状況の推移 

 

※用語の説明 

 

 

 

各都県における輸送障害の原因*3別推移は、表１５のとおりです。 

 

  

                                                                              
*3 輸送霜害の原因のうち自然災害の都県別データについては、地震、台風等の広域で発生した輸送障害を主た

る都県で集計しています。 

輸送障害

部内原因

鉄道外原因

自然災害

鉄道による輸送に障害を生じた事態（列車の運転を休止したもの又は旅客
列車にあっては　３０分（旅客列車以外にあっては１時間）以上遅延を生
じたもの）であって、鉄道運転事故以外のもの

鉄道係員、車両又は鉄道施設に原因するもの

線路内立入り、自殺、動物との衝突等に原因するもの（車両故障等及び自
然災害以外のもの。）

水害、風害、雪害、雷害又は地震害等の自然災害に原因するもの
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表１５ 各都県における輸送障害の原因別推移 

 

東京都 茨城県

神奈川県 栃木県

千葉県 群馬県

埼玉県 山梨県

18 14
23 22

18 13
21

24
16

29
19

25
21 34

22 26

31 37
29

23 28

21

38 31 41
24

27
27 39

41
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22 21
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５ インシデントの発生状況 
（１）インシデントの種類別発生状況 

インシデントは（運転事故が発生するおそれがあると認められる事態）は、

平成１３年１０月より鉄軌道事業者から国への報告が義務付けられています。 

関東運輸局管内におけるインシデントは、表１６のとおり、１件であり、対

前年度６件の減でした。 

 

参考：全国 

○件  数：１件 対前年度：－６件         ２７件 

 

表１６ インシデントの種類別発生状況（令和元年度） 

 

※用語の説明 

 

(上段：件／下段：比率)

閉そく違反 信号違反 信号冒進 本線逸走 工事違反 車両脱線 施設障害 車両障害 危険物漏えい その他 合計

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

平成30年度 0 0 1 0 0 0 2 3 0 1 7

5年平均
（平成27年

度～令和元

年度）

0 0 0.8 0 0.4 0 1.8 1.8 0 0.8 5.6

令和元年度

参
考

列車の進路に支障があるにもかかわらず、当該列車に進行を指示する信号が現
示された事態又は列車に進行を指示する信号を現示中に当該列車の進路が支障
された事態

列車（軌道事業においては、本線路を運転する車両）が停止信号を冒進し、当
該列車（車両）が本線における他の列車又は車両の進路を支障した事態

列車又は車両が本線を逸走した事態本 線 逸 走

閉そく（軌道事業においては、保安方式）の取扱いを完了しないうちに、当該
閉そく区間（軌道事業においては、保安区間）を運転する目的で列車（軌道事
業においては、本線路を運転する車両）が走行した事態

信 号 冒 進

閉 そ く 違 反

信 号 違 反

車両の走行装置、ブレーキ装置、電気装置、連結装置、運転保安設備等に列車
（軌道事業においては、本線路を運転する車両）の運転の安全に支障を及ぼす
故障、損傷、破壊等が生じた事態

列車又は車両から危険品、火薬類等が著しく漏えいした事態

前述に掲げる事態に準ずる事態

車 両 障 害

危 険 物漏 えい

そ の 他

列車の運転を停止して行うべき工事又は保守の作業中に、列車が当該作業をし
ている区間を走行した事態

鉄道事業における車両が脱線した事態であって次に掲げるもの
イ 本線において車両が脱線したもの
ロ 側線において車両が脱線し、本線を支障したもの
ハ 側線において車両が脱線したものであって、側線に特有の設備
  又は取扱い以外に原因があると認められるもの

鉄道線路、運転保安設備等に列車の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破
壊等が生じた事態

工 事 違 反

車 両 脱 線

施 設 障 害



- 22 - 

６ 鉄道に係る電気事故に関する事項 
 

○令和元年度の電気事故は、表１７のとおり、５件（対前年度３件減）でした。 

 

表１７ 鉄道に係る電気事故の発生状況（令和元年度） 

 感電 

死傷 

感電外 

死傷 

電気 

火災 

供給 

支障 

合 計 

令和元年度 ４ ０ １ ０ ５ 

参考・平成３０年度 ３ １ ２ ２ ８ 
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７ 鉄道に係る災害に関する事項 
 

○鉄道事業者は、被害額が１千万円以上の災害が発生した場合には、鉄道事故等報

告規則第８条に基づき、当該災害に対する応急処置が完了した後１０日以内に、

国へ報告することが義務付けられています。 

 

○令和元年度の災害報告は、１３件でした。このうち、令和元年房総半島台風（台

風１５号）によるものが４件、令和元年東日本台風（台風１９号）によるものが

６件でした。 
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【索道編】 

１ 運転事故の発生状況 

（１）運転事故の件数及び死傷者数の推移 

令和元年度の運転事故の件数は、表１８のとおり、５件（対前年度２件増）

でした。 

また、令和元年度の運転事故による死傷者数は、表１９のとおり、５人（対

前年度３人増）、うち死亡者数は０人（対前年度増減なし）でした。 

 

参考：全国 

○件  数 ： ５件 対前年度：＋２件             ３５件 

○死傷者数 ： ５人 対前年度：＋３人             ３９人 

○うち死亡者数：０人 対前年度： ０人              ０人 

 

表１８ 運転事故件数の推移 
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表１９ 運転事故による死傷者数の推移 

 
*4 

  

                                                                              
*4 表１９中の平成２３年度の死亡者は、索道人身障害事故によるものでした。 

*4 
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（２）運転事故の種類別の件数及び死傷者数 

令和元年度に発生した運転事故の件数及び死傷者数は、表２０のとおり、５

件であり、その内訳は、索道人身障害事故５件（死傷者数５人うち死亡者０

人）でした。 

索道人身障害事故は、「索道係員が作業中に搬器と接触したもの」など索道

係員に起因するものが３件でした。 

 

表２０ 運転事故の種類別の件数及び死傷者数（令和元年度） 

索道種類 

事故種類 

普通索道 特殊索道 
合計 

交走式 循環式 循環式 滑走式 

索 条 切 断 事 故 件 数      

死 傷 者 数      

うち死亡者数      

搬 器 落 下 事 故 

件 数      

死 傷 者 数      

うち死亡者数      

搬 器 衝 突 事 故 

件 数      

死 傷 者 数      

うち死亡者数      

搬 器 火 災 事 故 

件 数      

死 傷 者 数      

うち死亡者数      

索道人身障害事故 

件 数  1 4  5 

死 傷 者 数  1 4  5 

うち死亡者数  0 0  0 

合 計 

件 数 0 1 4 0 5 

死 傷 者 数 0 1 4 0 5 

うち死亡者数 0 0 0 0 0 

【参考】30年度 

件 数 1 0 2 0 3 

死 傷 者 数 0 0 2 0 2 

うち死亡者数 0 0 0 0 0 
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２ インシデントの発生状況 

インシデント（運転事故が発生するおそれがあると認められる事態）は、平成１

３年１０月より索道事業者から国への報告が義務付けられています。 

関東運輸局管内におけるインシデントは、０件（対前年度増減なし）でした。 
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Ⅱ 輸送の安全に関わる行政指導等に関する事項 
 

１ 保安監査の実施状況 
 

○国土交通省関東運輸局では、鉄軌道及び索道輸送の安全を確保するための取組が

適切であるかどうか、施設及び車両の管理及び保守並びに運転取扱いが適切であ

るかどうかについて、保安監査を実施しています。 

 

○令和元年度は、関東運輸局管内６０鉄軌道事業者、４５索道事業者の計１０６事

業者（令和２年３月末現在）のうち、保安監査を１７の鉄軌道事業者、６の索道

事業者に対して計２３回実施し、その結果に基づいて６の鉄軌道事業者に対して

文書による行政指導を行い、改善を求めました。主な行政指導の内容は、施設の

検査、施設の基準及び法令に基づく手続きに関するものでした。 

 

 

２ 鉄道事業法及び軌道法に基づく行政処分（事業改善の命令） 
 

○国土交通省関東運輸局は、鉄軌道及び索道事業について輸送の安全、利用者の利

便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、鉄道事業法第２

３条（軌道法第２６条及び鉄道事業法第３８条において準用する場合を含む。）

に基づき鉄軌道及び索道事業者に対して事業改善の命令を発しています。 

 

○令和元年度は、輸送の安全に関する事業改善の命令はありませんでした。 

 

 

３ 事故等の報告に基づく行政指導の実施状況 
 

○国土交通省は、鉄軌道及び索道事業者に対して、重大な事故が発生した場合や、

社会的な影響の大きい輸送障害が発生した場合等には、輸送の安全の確保等のた

め、事故等の報告に基づいて事故等の原因の究明や再発防止を求める等の行政指

導を行っています。 

 

○令和元年度、関東運輸局においては、表２１のとおり、２の鉄軌道事業者に対し

て文書による行政指導を計２件行い、改善を求めました。 
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表２１ 事故等の報告に基づく行政指導の実施状況（令和元年度） 

事 業 者 文書発出日 行 政 指 導 の 概 要 改 善 の 概 要 

横浜シーサイ

ドライン 

R1.6.2 令和元年 6 月 1 日、金沢シー

サイドライン 新杉田駅構内

において、本来進行すべき方

向と反対の方向に進行し、線

路終端部の車止装置に衝突

し、多数の乗客が負傷する鉄

道人身障害事故が発生した。 

このため事故の原因の究明

を行い、同種事故の再発防止

のための措置を講じ、鉄道の

安全輸送の確保に万全を期す

こと。 

なお、講じた措置等につい

ては、文書により報告するこ 

と。 

・モーター制御装置に進行方向

を伝える指令線（F線/R線）が

断線等により無加圧となった

場合に、列車が出発しないよ

うにするとともに、地上側の

ATO（自動列車運転装置）で、

断線等を検知できるよう回路

を変更 

・モーター制御装置について、F 

線又は R線の加圧入力があると

きのみ、力行制御等を行うよ

うソフトを変更 

・ATC（自動列車制御装置）につ

いて、F 線又は R 線が断線等に

より、共に無加圧となった場

合に非常ブレーキが動作する

ようソフトを変更 

・停止位置後方修正リレーの誤

作動による逆走のリスクを解

消するため、当該リレーを撤

去 

横浜市交通局 R1.6.6 令和元年 6 月 6 日、1 号線 

下飯田駅構内において、作業

ミスに起因する列車脱線事故

が発生した。 

このためミスが発生した原

因を徹底的に究明するととも 

に、同種事故の再発防止のた

めの措置を講じ、鉄道の安 

全輸送の確保に万全を期すこ

と。 

なお、講じた措置等につい

ては、文書により速やかに報

告すること。 

・横取り装置の検査手順書の作

成 

・横取り装置を取り扱う作業時

の役割分担の明確化 

・横取り装置取扱いチェック

シートによる跡確認の実施 

・トロリ運行表への横取り装置

作業の追記と電気司令による

ダブルチェックの実施 

・横取り材への塗装（定位側：

白色、反位側：橙色） 
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４ 運輸安全マネジメント評価の実施状況 
 

○国土交通省は、鉄軌道及び索道事業者に対して、経営トップや安全統括管理者等

の経営管理部門が行う安全管理体制への取組状況について評価し、更なる輸送の

安全の確保に資する改善方策等の助言を行う‘運輸安全マネジメント評価’*5を

実施しています。 

 

○令和元年度、関東運輸局においては、８の鉄軌道事業者、３の索道事業者に対し

て計１１回の運輸マネジメント評価を行いました。 

                                                                              
*5 「運輸安全マネジメント評価」の詳細については、国土交通省の運輸安全に関するホームページ

<https://www.mlit.go.jp/unyuanzen/index.html>をご覧下さい。 


